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【手続補正書】
【提出日】令和2年5月15日(2020.5.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドラッグを保持するように構成された容器であって、弛緩状態及び膨張状態間で拡張可
能な当該容器と、
　この容器に流動的に結合されたコネクタであって、管腔がこのコネクタ内に形成されて
おり、このコネクタ内で前記ドラッグが前記容器から前記管腔を経て送給個所に流れるよ
うに設定されている当該コネクタと、
　前記管腔内のヒドロゲルであって、このヒドロゲルは前記容器からの前記ドラッグの送
給レートを制御するとともに前記ドラッグを前記管腔から前記送給個所に送給するように
構成されている当該ヒドロゲルと、
を具える涙腺ドラッグ送給デバイス。
【請求項２】
　請求項１に記載の涙腺ドラッグ送給デバイスにおいて、前記ヒドロゲルは、前記涙腺ド
ラッグ送給デバイスが埋め込まれる前には前記ドラッグがこのヒドロゲルから分離された
乾燥状態と、前記涙腺ドラッグ送給デバイスが埋め込まれた後には前記ドラッグがこのヒ
ドロゲルにより吸収された湿潤状態とを有するようになっている涙腺ドラッグ送給デバイ
ス。
【請求項３】
　請求項１に記載の涙腺ドラッグ送給デバイスにおいて、前記コネクタは第２の管腔を有
し、前記送給ガイドがこの第２の管腔の内部に除去可能に配置されている涙腺ドラッグ送
給デバイス。
【請求項４】
　請求項３に記載の涙腺ドラッグ送給デバイスにおいて、前記送給ガイドがガイドワイヤ
を有している涙腺ドラッグ送給デバイス。
【請求項５】
　請求項４に記載の涙腺ドラッグ送給デバイスにおいて、前記ガイドワイヤはこれを貫通
する開口部を有し、前記ドラッグがこの開口部を通って送給されて前記容器を弛緩状態か
ら膨張状態に転移させるようにした涙腺ドラッグ送給デバイス。
【請求項６】
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　請求項３に記載の涙腺ドラッグ送給デバイスにおいて、この涙腺ドラッグ送給デバイス
が更に、前記第２の管腔内にバルブを有し、前記涙腺ドラッグ送給デバイスが除去された
際にこのバルブにより前記第２の管腔を封止するようになっている涙腺ドラッグ送給デバ
イス。
【請求項７】
　請求項１に記載の涙腺ドラッグ送給デバイスであって、前記容器を患者の涙嚢内に送給
するように前記容器に着脱自在に結合された送給ガイドをさらに具える涙腺ドラッグ送給
デバイス。
【請求項８】
　請求項１に記載の涙腺ドラッグ送給デバイスにおいて、前記ドラッグの流動抵抗が、前
記ヒドロゲルの架橋結合により変更可能である涙腺ドラッグ送給デバイス。
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